
（記入例）公共施設管理者の同意及び設置管理に関する協議書 
 

※年月日は記入しないこと。                令和  年  月  日 

※２部作成する。（２部共実印） 

※印鑑証明書を添付すること。     住所 上尾市本町三丁目１番１号  

管理者      上尾市 

                 氏名 上尾市長   

 

                 住所   

申請者      

                 氏名              実印 

 

   申請者           と管理者 上尾市長       は、 

   都市計画法に基づく開発行為に関し、同法第３２条第１項の規定により同意す

るとともに、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の

管理に関し、同法第３２条第２項の規定により、次のとおり協議が成立しまし

た。 

記 

１．開発行為をする場所 上尾市                       

２．新たに設置される公共施設 

種 別 番号 概       要 管 理 者 土 地 の 帰 属 摘要 

道 路 １ 幅員、延長、面積を 上尾市 上尾市  

  記入すること。    

ゴミ置場 ２          ㎡ 申請人 申請人  

      

防火水槽 ３ ｔ    基 「戸建」→上尾市 「戸建」→上尾市  

 



３．設計施工方法について 

（１）開発方法 

面積          を開発し、           を建築する。 

（２）都市施設関係 

  イ） 道路計画 

     道路河川課、建設管理課と協議のとおり施工する。 

ロ） 排水計画 

道路河川課、建設管理課と協議のとおり施工する。 

ハ） 公園計画 

みどり公園課と協議のとおり施工する。 

（３）衛生施設関係 

イ） 給水計画  

    上下水道部業務課と協議のとおり施工する。 

ロ） 汚水排水計画 

上下水道部業務課、下水道施設課と協議のとおり施工する。 

     道路河川課、建設管理課、生活環境課と協議のとおり施工する。 

（４）防災施設関係 

イ） 交通安全関係 

交通防犯課と協議のとおり施工する。 

ロ） 防災対策 

消防水利施設については、防火水槽     t     基を設置し、 

位置及び詳細については、消防本部と協議のとおり施工する。 

ハ） 公害防止対策 

工事中は、騒音、振動等、周辺住民に迷惑を及ぼさないよう、充分な対策を行う。 

電波障害等については、生活環境課と協議のとおり施工する。 

 

 



（５）環境保全関係 

  イ） 自然保護対策 

 

  ロ） 緑地計画 

     緑地については、みどり公園課と協議のとおり施工する。 

（６）その他 

  イ） 公共施設の工事に関し管理者は必要があるときは、その工事がこの  

    協議書で定めるとおり行われているか否かについて確認することがで 

    きるものとし、申請者においても、この確認を求めることができるも 

    のとする。 

ロ） 工事を廃止した場合、公共施設の復元は、申請者が責任をもって行 

うものとする。 

 

４．帰属について 

  イ） 申請者が管理者に対して行う公共施設の引渡しは、市が行う工事 

完了検査に合格した後に行うものとする。 

  ロ） 所有権移転の登記は嘱託登記とし、嘱託書の調整は管理者におい 

    て行い、その他の事務は申請者において行うものとする。 

 

５.管理について 

  イ） 公共施設に故障があった場合の補修は、公共施設の引渡し後３年 

    間は申請者が行うものとする。 

     ただし、その故障が申請者の故意、又は重大な過失により生じた 

場合には、公共施設の引渡し後１０年間は申請者が行うものとする。 

 

 

 



  ロ） 申請者は、イ）の３年間を経過した日前１ヶ月以内に補修の要否に 

    ついて、管理者の立会いのもとに確認を受けること。この場合におい 

て補修の必要があると管理者が認めたときは、申請者は、その指示に 

従い補修しなければならない。 

  ハ） 申請者に正当な理由がないのに、ロ）に定める補修の要否について 

    の確認を怠り、又は遅延した場合は、イ）の３年間にかかわらず当該 

    期間は当該確認が行われるまで延長する。 

 

６.その他 

（１）工事に際しての監督及び責任について 

   当該開発行為の施工に際しては、十分監督し、公共施設を汚損又は、破損 

しないように注意すると同時に、万一支障が生じた場合には、申請者の責任 

において修復する。なお、工事中は、付近住民に迷惑をかけないようにする 

と同時に、住民との間に生じた問題については、申請者において責任をもっ 

て処理する。   

（２）その他 

   特に定めのない事項については、その都度双方協議の上決定する。 

 


